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１．再生資材の利用に係る課題
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【再生資材の課題】
１．最終処分ではなく再生利用であることの受容性の向上について
・再生資材として受け入れられる環境の整備が必要

２．再生資材の利用先の確保について
・再生資材を活用するための、利用先が必要

３．工事材料としての品質確保について
・盛土材等の土木資材としての品質の確認が必要

【現 状】
除去土壌の現在、減容化・再生資材化については、様々な企業・大
学等で実証事業・研究が行われ、実用化に向け取り組んでいる。
しかし、除去土壌の処理を行っても、利用先が無ければ、仮置場か
ら除去土壌を早期に撤去することは困難と考える。
そこで、再生利用の問題を整理する必要がある。



１．再生資材として受け入れられる環境の整備①
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受容性について
再生資材について、周辺住民等に受け入れられる必要がある。

○放射性物質が含まれている資材を使うことに対して不安がある。
・放射性物質、放射線への正しい知識の普及・啓発活動
・実証事業の進捗、結果の広報や視察を行うなどの情報発信
・現場見学会（放射線に関する安全確保等、自分たちの目で確かめる）

○メリットが分かれば理解を得られやすい
・除去土壌が再生資材として搬出されることで、仮置場の早期解消に繋が
る。

・再生資材の利用が復興の加速化など、全体の利益として住民が享受でき
ることが重要と考える。



１．再生資材として受け入れられる環境の整備②
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〇海岸防災林の再生事業は、東日本大震災の津波により被災した海岸林の再生及び造成
工事であり、津波や飛砂及び強風等から農地を守る防災林を目的としている。

〇南相馬市の海岸防災林再生事業は、市が行う事業と県が行う事業に分かれて
進められている。市が行う事業は、津波で発生したがれき（3,000Bq/kg
以下）を再生資材として高盛土内の材料として使用し、県が行う事業は、防
潮堤側（西側）から盛土をし、植栽している部分になる。

〇防災効果を高めるため、防災林の中に災害瓦礫を再利用した高盛土を整備し
ている。防災効果の向上は、住民全体で享受できるものと考える。

災害がれきを
利用した再生

資材



１．再生資材として受け入れられる環境の整備③
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〇常磐自動車道の４車線化は、福島第一原子力発電所周辺自治体が、関東や仙
台などの広域的のアクセスの向上、人・モノ・情報の交流、医療や経済・物
流の交通基盤として、そして、緊急時におけるネットワーク機能の強化に資
するものであり、住民の利便性の向上、そして何より復興における最重要の
道路として必要不可欠である。また、対面走行の危険性の解消等、高速道路
としての価値も上昇することとなる。

〇常磐自動車道の早期４車線化は、再生資材としての需用が見込まれ、地域住
民の受容性・利便性の向上も期待でき、原子力事故被災自治体の復興に資す
るものと考える。

○常磐自動車道の価値の上昇
・対面走行の危険性の解消
・低速車がいる場合の追越
・制限速度の緩和（70km/hから100km/hへ）

←車の先頭に大型車両等の低速車がいる場合、写真のよう
に混雑してしまい、高速道路としての利用価値が低下す
る恐れがある。



２．再生資材の利用先の確保について①
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〇福島県は、「津波被災地不足土対策連絡調整会議 双葉地区等事業担当部会」を設置

し、公共工事（福島県発注分も含む）による発生土・不足土の調整を広域にわたって

行っている。

〇資料によると、平成３０年
度以降に購入土で対応する
ものが約181万㎥あると県
の資料から読み取れる。

〇内訳は、海岸防災林の再生
が約153万㎥、道路が約
27万６千㎥、となってい
る。

表：平成３０年度以降に行う事業で購入する土の量

〇ただし、表の事業は平成３１年度内に概ね完了する見込みとなっていることか
ら、再生資材を利用する場合は、利用環境を早急に整える必要がある。

単位（㎥）

市町村
海岸防災林
の再生

道路 合計

南相馬市 1,533,845 1,533,845
浪江町 188,000 188,000
双葉町 60,800 60,800
楢葉町 27,000 27,000
合計 1,533,845 275,800 1,809,645

データ元：双葉郡運土計画(9月末時点版)福島県作成



２．再生資材の利用先の確保について②
海岸防災林の再生事業について
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〇平成３０年度以降に必要な土量の１５３万㎥は、全て南相馬市内の海岸分であるが、

このうち約１５０万㎥については福島県の発注工事である。

〇このため、海岸防災林に再生資材を使用する場合は、福島県と協力・連携して事業を

すすめる必要がある。

【再生資材の利用想定】

〇下図のイメージの場合、再生資材は厚さ1.4ｍの盛土に用いられ、盛土の上部に厚さ
１ｍの覆土（植栽基盤として非汚染の腐植土）をすることで利用可能と想定される。

〇仮に、防潮堤側から高
盛土までの１００ｍに
再生資材を利用するこ
とを想定した場合、
1.4 ｍ（高さ）
×6,250 ｍ（長
さ）×100ｍ

（幅）＝87万5千㎥と
試算される。



２．再生資材の利用先の確保について③
常磐自動車道について
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○常磐自動車の一部の付加車線の設置については、前回の委員会にお
いて。仮に２地点に付加車線を設置した場合の盛土等に必要な見込
み量は200,000㎥（延長約５km）と説明をさせていただきました
が、覆土が必要となることから、覆土分を計算し約５万㎥※1必要
と試算し、差し引いた結果、約15万㎥が再生資材分と試算する。
※1代表的な法面勾配である横１.5ｍ、高さ1ｍ、斜辺1.8ｍを用いて試算する。
高さが5.6ｍ（盛土高（５ｍ）及び道路高（0.6ｍ）の場合、斜辺10.1ｍと計算されることから
覆土厚50cm、距離が5,000m、両側に法面がある想定し、10.1ｍ×0.5ｍ×5,000ｍ×2面＝
50,500立方メールの覆土の量が必要と試算する。

○更に仮に、全線４車線化を考えた場合、南相馬市内の既存及び想定
される付加車線を除くと２車線区間が約２０km残ることから、単純
計算で４倍の約60万㎥の土の使用が考えられる。



３．工事材料としての品質要求について①
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○再生資材を使用する場合、以下の仕様を満たす必要があると考える。

環境的仕様 材料的仕様

土壌汚染に係る指定基準
土壌溶出量基準
（環告18号）に適合
土壌含有量基準
（環告19号）に適合

ダイオキシン類に係る基準

○放射性物質以外にも有害物
質を含まないもの

土質区分判定
土質材料の工学的分類
土粒子の密度試験
土の含水比試験
土の粒度試験
土の液性限界・塑性限界試験
締固めた土のコーン指数試験 等

○公共工事を行う者が定める構造・耐力
上の安全性等の品質を満たしているこ
と



３．工事材料としての品質要求について②
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土壌汚染対策法に基づく溶出量基準・含有量基準
（左表に基づく）

○環境省告示 第18号
土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令
第29号）第5条 第3項第4号の規定に基づき、
環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る基準。

○環境省告示 第19号
土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令
第29号）第5条 第4項第2号の規定に基づき、
環境大臣が定める土壌含有量調査に係る基準。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準

○環境基準等
（１） 大気 年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下
（２） 水質 年平均値 1pg-TEQ/l以下
（３） 底質 150pg-TEQ/g以下
（４） 土壌 1000pg-TEQ/g以下



３．工事材料としての品質要求について③
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（表１）土質区分基準

（表２）土質区分判定のための調査試験方法

○国土交通省では、（表１）、（表２）
を用いて「発生土利用基準について」
の通知を行っている。建設発生土を元
に作られたものだが、除染で発生した
除去土壌にも適用できると考える。

○災害廃棄物から再生された復興資材の
有効活用ガイドライン（地盤工学会）
によると一般的な建設発生土の場合、
第4種建設発生土以上であれば、再利用
が可能と判断し、高速道路盛土、構造
物の裏込め土等のように品質水準がや
や高い用途に対しては、改良、安定処
理等が不要な第3種建設発生土相当以上
使用することが望ましい記載とされて
いる。

○表２については、土質区分の判定基準
のための指標得るための試験方法であ
る。



３．資材としての要求品質について⑤
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用途先の例
コーン指数
（KN/m2）

最大粒径
（ｍｍ）

粒度

道路（路床） 800以上 100以下 -
道路（路体） 400以上 300以下 -
河川築堤材（高規格） 400以上 100以下 直径37.5㎜以上の混入率40％以下
河川築堤材（一般） 400以上 100～150以下 細粒分：15～50％
土地造成 400以上 100以下 直径37.5㎜以上の混入率40％以下
水面埋立て 200以上 - -

盛土材の要求性能

コーン指数：数字が小さいほど柔らかい土となり、２００以下で泥水状態となる。
参考資料：除染に伴って発生する除去土壌等の再生利用に関する提案書　P42より抜粋
　　　　　除染・廃棄物技術協議会　浄化土壌ワーキンググループ

〇除去土壌の処理による品質要求への影響について
分級（洗浄）処理を行った場合、細粒土が取り除かれることから、締固まらなくなり、
盛土材としての性能を満たせないと考える。

〇表の要件をクリアするためには、締固め性能を向上させたり、粘着力を増加させるこ
とを目的とした粒度調整が必要になる。
再生資材の利用にあたっては、各種試験によって状態を確認し、水分調整・粒度調整
などの処理を行い、要求品質に適合される「品質調整」が必要と考える。

〇品質調整にコストがかかり処理費用が増加することは、公共工事の性格上、住民等の
理解を得ることが難しいと考えるため、事前に土壌の調査等を行う事も必要と考える。



4.まとめ

〇課題解決に向けた取り組みについて

１．最終処分ではなく「再生利用」であることの受容性の向上
⇒減容化・再生資材化事業を行うには、何よりも地元住民理解が重要である。市の復
興・環境回復のため、積極的な情報公開・提供を行う時期と考える。ただし、誤解
等を招かないよう、丁寧な説明が必要となる。

２．再生資材の利用先について
⇒再生資材を利用する際は、工事期間と再生資材の供給時期が合うことが必要であ
り、国の動向を注視する必要がある。また、工事発注者である福島県やNEXCO東
日本が、主体となり再生資材を利用する必要があると考える。

３．工事材料としての品質要求について
⇒今回の委員会では、道路に着目して基準を紹介したが、公共工事は様々な物があ
り、それに応じた品質基準がある。現在、熱処理は飯舘村で、分別は小高区の東部
仮置場で実証事業が行われているが、分級処理については、まだ実証事業が行われ
ていない。このことから、分級処理についても再生資材としての品質について、
実証事業等で確認する必要があると考える。
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